
★意見提出期間が３０日未満となった理由

政策等を策定
する趣旨、
目的及び背景

　本市では、小学生が放課後、安全・安心に過ごすことのできる居場所として放課後児童クラ
ブを設置し、地域の関係者等で組織する児童クラブ運営委員会等が運営しています。
　近年、共働きの増加などで児童クラブへの需要が増加していることにより、利用児童の増
加や多様化する利用者ニーズへの対応などで業務量が増大する一方、児童クラブの現場で
は働く人手が不足しており、児童クラブを継続的に実施していくためには、安定的に人材を
確保していくことに加え、現場の負担を一層軽減するための取組が必要になっています。
　こうしたことから、現場の負担軽減を図るとともに、公設児童クラブとして利用者サービス
の公平性を確保するため、これまで児童クラブが現場で行ってきた入会や保護者負担金の
事務を令和９年度の入会に係る事務から市が行うため、公設児童クラブの実施に関する事
項を条例で定めるものです。
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